
保育児童数の算定方法 

 

１ 保育児童数について 

（１）各月において職員と保育所との間に受託契約がなされており、かつ各月において１５日以上保育し

た職員の児童を保育児童数として算定する。なお、臨時に保育した児童については次の（２）による。 

（２）臨時に保育した児童については、下記の方法により換算した上で保育児童数として算定できる。た

だし、１日単位で保育した児童についてのみとし、時間単位以下で保育した児童については算定しな

い。 

 

（１）、（２）に基づき算定した各月における保育児童数を年間平均した人数が４．０人以上であれば

４人未満の月があってもⅡ型とする。ただし、４人未満が６ヶ月以上の場合はⅡ型の補助対象外（Ⅰ型

で補助対象）とする。その他の区分においても同様の考え方とする。 

（例）① 4月～10月までが5人、11月～3月までが3人の場合 

    {（5人×7ヶ月）＋（3人×5ヶ月）÷12ヶ月}＝ ４．１６・・・人（小数点以下第２位を四

捨五入し、小数点第１位まで算出） → ４．２人 → Ⅱ型 

   ② 4月～9月までが5人、10月～3月までが3人の場合 

    {（5人×6ヶ月）＋（3人×6ヶ月）÷12ヶ月}＝ ４．０人 →補助対象外 

                                  （Ⅰ型で対象） 

 

【（２）の換算方法】 

 

 

 

 

 

 

 （例）１日８時間、２０日開所した保育所において、 

     １５日間以上保育した児童 ３人 

     ６日間臨時に保育した児童 １人 

     ５日間臨時に保育した児童 ２人 の場合 

臨時に保育した児童を換算すると 

 ６日／２０日＝０．３人 

      ５日／２０日＝０．２５人 

   【合計】３人＋０．３人＋０．２５人×２人＝３．８人（小数点以下第２位を四捨五入し、小数

点第１位まで算出） → ３．８人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保育児童換算数） 
（臨時に保育した児童の月間延保育日数） 

（実際の月間延開所日数） 

       

              
＝ 



保育士数等の按分方法 

 

１ 保育士数等の按分について 

① 対象施設の職員以外の児童を受け入れている場合、➁当該保育士が他の保育施設（医療機関内 

等）や他の業務と兼務している場合、保育士数等は按分数値を記載してください。 

 

【① の按分方法】 

 

  （例）保育士数 ４人  

対象施設の職員の児童数   ５人 

対象施設の職員以外の児童数 ２人  （保育所の総児童数 ７人） の場合 

 

      ⇒ 保育士按分数＝４人×（５人／７人）＝２.８５人 → ２.９人 

（小数点以下第２位を四捨五入し、小数点第１位まで算出） 

 

（例）保育士Ａの給与（年間）   ４,０００,０００円 

対象施設の職員の児童数   ５人 

対象施設の職員以外の児童数 ２人  （保育所の総児童数 ７人） の場合   

 

      ⇒ 保育士Ａの給与（年間）＝４,０００,０００円×（５人／７人）＝２,８５７,１４３円  

（小数点第１位を四捨五入し、算出） 

 

【② の按分方法】 

 

  （例）当該保育士の一ヶ月の総工数       １６０時間 

     当該保育士の対象保育所での一ヶ月の工数  ９５時間  の場合 

 

      ⇒ 保育士按分数＝１人×（９５／１６０）＝０.５９人 → ０.６人 

（小数点以下第２位を四捨五入し、小数点第１位まで算出） 

 

（例）保育士Ａの給与（年間）   ４,０００,０００円 

当該保育士の一ヶ月の総工数       １６０時間 

     当該保育士の対象保育所での一ヶ月の工数  ９５時間  の場合 

 

      ⇒ 保育士Ａの給与（年間）＝４,０００,０００円×（９５／１６０） 

＝２,３７５,０００円 （小数点第１位を四捨五入し、算出） 

（対象施設の職員の児童数）

（総児童数）
（保育士按分数）＝（保育士数）×

（対象保育所での工数）

（保育士の総工数）
（保育士按分数）＝ １人 ×

別 添２ 


